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　■放送期間　：　平成２９年５月８日（月）～平成２９年１２月１６日（土）

　■放送内容　：　国が行う維持工事や区画線工事などの路上工事時の交通規制情報

　　　　　　　　　事故や災害による交通規制情報

　　　　　　　　　その他行事等の情報

　■放送局　　：　ＦＭはなび（８７．３ＭＨｚ）

                       　 横手かまくらＦＭ（７７．４ＭＨｚ）

　　　　　　　　　エフエムゆーとぴあ（７６．３ＭＨｚ）

　■放送予定日時：月曜日（祝日の場合には直後の平日）

　　　　　　　　　及び金曜日（祝日の場合には直前の平日）　　

　　　　　　　　　８時台又は９時台（放送時間帯が前後する場合あり）

　■冬期間の予定：平成２９年１２月１７日（日）～平成３０年３月３０日（金）

　　　　　　　　　除排雪の交通規制情報、除雪協力依頼など

　　　　　　　　　毎日　７時台、１２時台、１７時台

　　　　　　　　　（放送時間帯が前後する場合あり）

電話　０１８３－７３－３１７４（代表）

副所長（道路）　松井　幸男　（内線　２０５）

道路管理課長　　松田　道雄　（内線　４３１）

提供することとしました。

　下記内容で放送する予定ですので、道路利用の際の参考としてください。

＜発表記者会：秋田県政記者会､横手記者会､秋田魁新報社大曲支局・湯沢支局､秋田民報＞

問い合わせ先

　国土交通省　東北地方整備局　湯沢河川国道事務所

〒012-0862　湯沢市関口字上寺沢６４－２

規制する路上工事を減らす取り組みを行っています。

　しかし、維持工事や区画線工事等、道路を安全に利用していただくためには、必要不可欠

な工事があり、施工するために「１車線通行規制」や「片側交互通行」等の交通規制が伴い

ます。

　工事時間を避けて通行していただくことで、渋滞の緩和につながることが期待されます。

また、時間に余裕をもって出かけていただくためにも、事前にラジオ放送でこれらの情報を

平 成 29 年 5 月 2 日
国土交通省東北地方整備局
湯 沢 河 川 国 道 事 務 所

路上工事等の交通規制情報をラジオ放送で提供

～道路を利用される皆様の負担軽減を目指して～

　湯沢河川国道事務所は、秋田県南の一般国道１３号の管理区間内について、車道の通行を


